
第1 総論

1 労働契約法制の必要性

くり これまでの労働関係

労働契約臥r本来,労働者と使用者との間において,労使対等の立場での

交渉を経て1当享者間の合意により締結しその内容を準定すべきものである.

しかしl労働者と使用者との間には情報の質及び量の格差や交渉力の格差が

あるため1これを完全に契約自由の原則に委ねるとすれば労働者にとって酷

な結果をもたらすこととなりかねない.

そこでl労働基準法等においては, r労働条件は.労働者が人たるI-に値す

る生活を営むための必要を充たすべきものでなければならなvl..J.く労働基

準法募1射との考え方に基づき.貨冬労働時間等の全国的硫一的な労働
条件の最低基準を定め.これを下回る労働条件については法律の基準まで引

き上iプ畠t-..どもに,.罰則をもち-て使用者わ葦務の履行を担保ALIlかつ1億検

覧督による行政指導を行ってきたo

また-労働粗合牲においては,労働者が労働粗合を組織し団結することを

擁護しlこれにより労使間の格差の是正を図ってきた.このことはl労働条

件が労働者の集団と痩用者の集団的な交渉によって定められることを意味

し1企業組織たおvて労働粂件が続一赦画一的,Ft牢められる必要性があっ

たことにも合琴していた.

実際にも-従来,労働条件は労働協約や就業規則によ-つて続-的,画一的

に規律される場合が多く,個別の労働契約書が交わされこれにより労働条件

が定められることは稀であったb労働者自身もl例えば1年功的な賃金制度

の下においては年齢や勤続年数が同じ労働者については賃金の額も概ね同

じように決定されてきていたことなどから,自らの労働契釣の内容に対する

関心は必ずしも高かったとはいえず,個別の合意による権利義務関係の設走

も求めてこなかったo

く2J近年の労働契約をめ.ぐる状況の変化

ア 労働条件の個別的.迅速な決定.変更の必要性

しかしながら.近年l長期雇用痩行及び年功的処遇体系の見直しが進み1

中途採用の増血採用方準の多様仏成果主義.能力主義的処遇制度の導
入一拡大など.人事管理の個別化.多様化.疲卿ヒが進み,また-非正規
雇用で就業する労働者が紛3割を占めるに至るなど1就業形態や就業意識

の多様化が進んでいる,このため1労働者ごとに個別に労働条件が決定,

変更される場合が増えており1それに伴う紛争も増えているD特に1バブ

ル崩康後の経済の低成長の中での労働条件の変更においては労働条件が引


